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※第１８回（１０月１５日開催）学校における働き方改革特別部会資料 

一年単位の変形労働時間制について（労働基準法第３２条の４） 

 

 

○ 休日の増加による労働者のゆとりの創造、時間外・休日労働の減少による総労働時間の

短縮を実現するため、１箇月を超え１年以内の期間を平均して１週間当たりの労働時間

が４０時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを

認める制度。 

 

○ 対象とする労働者の範囲、対象とする期間、労働日及び労働日ごとの労働時間について、

労使協定で定めて実施する。対象期間中、特に業務の繁忙な期間を特定期間として定め

ることができる。 

 

○ 労働日数の制限（対象期間が３ヶ月超の場合に限る） 

   労働日数の限度は１年２８０日まで 

   対象期間が１年に満たない場合、｛２８０×（対象期間の日数）／３６５｝日が上限。 

 

○ 労働時間の制限 

労働時間の限度は１日につき１０時間まで、１週間につき５２時間まで 

    ※対象期間が３ヶ月を超える場合は、４８時間を超える週は３カ月で３回まで 

 

○ 連続労働日数の制限 

   連続して労働させる日数の限度は６日まで 

      ※特定期間には１週間に１日の休日が確保できる日数（実質、連続１２日まで） 

 

○ 対象期間中全ての期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を定める方法と、対象期間を

１箇月以上の期間ごとに区分して、各期間が始まるまでに期間内の労働日及び労働日ご

との労働時間を定める方法がある。 

 

○ 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮

を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮が必

要。 

 

○ 地方公務員については、地方公務員法第５８条第３項により適用除外とされている。 

 

○ 国立大学附属学校については、全５６の国立大学法人のうち、５０法人（８９．３％）

で導入されている。（文部科学省調べ） 

 

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ３ 日 

学校における働き方改革特別部会 

資料３ 
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変形労働時間制を導入した場合の勤務時間のイメージ 

 

※ 繁忙期の業務の圧縮を進めつつ、７時間４５分を超えざるを得ない分について、長期休

業期間中の勤務時間を圧縮して一定の休日を設定する場合 

 

勤務時間の変更前 

 
 

 

 

例１ 長期休業期間から学期中に週３時間割り振る場合（例：毎週３日間８時間４５分勤務） 

※年間１５日間（例：夏季２週間、冬季３日、春季２日）の学校閉庁日に相当 

 
 

例２ 長期休業期間から学期中に週４時間割り振る場合（例：毎週４日間８時間４５分勤務） 

※年間２０日間（例：夏季３週間、冬季３日、春季２日）の学校閉庁日に相当 
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関 係 条 文 
 
労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号） 
 
（労働時間） 
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはな

らない。 
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労

働させてはならない。 
 
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する

者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期

間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規

定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において

同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 
 
第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する

者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、そ

の協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超え

ない範囲内において、当該協定（次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。）で

定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第

二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 
二 対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働

させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において

同じ。） 
三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。） 
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を一箇月以上の期間ごとに区

分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間

（以下この条において「最初の期間」という。）における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並び

に当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間） 
五 その他厚生労働省令で定める事項 

② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期

間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当

該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半
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数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省

令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当

該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければな

らない。 
③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の

限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間（第一項の協定で特定期間として定めら

れた期間を除く。）及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数

の限度を定めることができる。 
④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 
 
 
労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号） 
 
第十二条の四 法第三十二条の四第一項の協定（労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労

働時間等設定改善委員会の決議を含む。）において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、

有効期間の定めとする。 
② 使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。 
③ 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間

（以下この条において「対象期間」という。）が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二

百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以

内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定（労使委員

会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。）（複数ある場合においては直近の協定（労使

委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。）。以下この項において「旧協定」という。）

があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち

最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いもの

が旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超

えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百

八十日のいずれか少ない日数とする。 
④ 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労

働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号

のいずれにも適合しなければならない。 
一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下である

こと。 
二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間（三箇月未満の期間を生じたときは、当該

期間）において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。 
⑤ 法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度

は六日とし、同条第一項の協定（労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。）で

特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保
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できる日数とする。 
 
⑥ 法第三十二条の四第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第四

号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 
 
第十二条の六 使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者

に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他

特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしな

ければならない。 
 
 
地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号） 
 
第五十八条 （略） 
２ （略） 
３ 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二

条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六

項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員

法（昭和二十二年法律第百号）第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤

務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務

条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれら

の規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働

安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに

船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、

地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げ

る事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条

までの規定は、地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）第二条第一項に規定する者

以外の職員に関しては適用する。 
４ 職員に関しては、労働基準法第三十二条の二第一項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数

で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない

場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者

は、」と、同法第三十四条第二項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ

る場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の

過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」

と、同法第三十七条第三項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある

ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者

との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、

労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
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がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合

において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したとき

は、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかか

わらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要がある

と認められるときは、」とする。 
５ （略） 


